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1 厳寒の候、皆様には益々ご清栄のこととお喜び申し上げます。またt 稲城長沼駅周辺土地区画整理事業に対しま

しては、平素よりご理解とご協力を賜り厚くお礼申し上げます。                  |

さて、本事業におきましては、平成5年度に事業計画を決定し、その後仮換地案の供覧 (平成 1 0年度予定) に

向けて諸作業を進めてきております。

しかしながらヽ 一方ではバブル経済崩壊後、我が国の経済状況は極あて深刻さを増しており、当市の行財政運営

にも大きな影響を及ばし、人白や財政規模の大幅な減は、市の第2次長期総合計画の見直しをせざるを得ず、その

作業を進めてきたところでございます。

第2次長期総合計画の期間となっております、平成1 2年度までの事業ボリューム枠を大型事業を中心に精査し、

この間事業の停滞がないように進めていく所存でございます。また、平成1 2年度以降につきましては、現状のま

|まの延伸ではなく、財源確保を図りうつ順次事業を拡大していく必要があると考えております。現在、市施行の区

画整理事業は,地区 (榎戸、失野口駅周辺、補城長沼駅周辺、南多摩駅周込 調 t 組合施行等で3地区が実施

中であり、今後予定している事業の川北下地区 (百村) や東京都施行の坂浜平尾地区等7地区を含めるど1 5地区

となっております。

このことから、稲城長沼駅周辺地区にらぃても当面平成1 2年度までの事業あ見直しを行ちてきておりますので、

見直しに係る考え方や現在までの事業の進みぐあい。今後の予定等についてお知らせ致します。    
!

ま■、今後も事業全体の状現につきましては、節目節目にお知らせしてまいりたいと考えております。

1. 軍城長澪駅周辺地区の見直しに係る考え方について

市の第2次長期総合計画 (平成3年度～平成11 2年度) はt 今日の厳しい社会・経済状況の中、事業ボリュ
ーム枠を大型事業を中心に精査し、見直しをしてまいりました。

1 区画整理事業につきましても、当面、平成1‐2年度までの事業の範囲を設定せざるを得ないためt 広域的な

視点及び関連する事業等を考慮して整備計画を立案しております。

稲城長沼駅周辺地区につきましては、常武線高架事業との整合を図る必要があり、南武線高架事業の進みぐ

あいに合わせて、南武線の周辺から整備を進めていくこととしております。

また、事業促進を図るため、国や都の補助金等の財源確保ができるよう努めてまいります。

2. 事業の進みぐあい等について

(1) 換地設計に着手しました

整理前の各筆の土地評価に応じて、形状・位置などを考慮しながら整理後の土地 (換地) を図面に割り込む
作業に着手し、平成1 0年度にかけて権利者の皆様に仮換地案の供覧ができるように作業を進めてまいります。

12) 諸基準を作成しました

評価員や審議会のご意見を聞きながら、土地評価や換地設計を行うための基準を定めましたとその中で小宅

地の特例を定め、133 ポ以下の宅地は減歩をせず、その宅地規模に近い面積を換地とし、138 ぱから265 ぱま

での宅地はその宅地規模に応じて、段階的に滅歩を緩和して換地を定あていくこととしました。

ただし、減歩をしない方や減歩を緩和された方にういては、二事業の最後に清算金という形で応分の負担をし

ていただきます。これは区画整理事業が公平負担を原則とした事業であるからです。            
‐



3 . 今後の予定について                           |   
・      i

(1) まちづくリアンケエト(平成9年2～3月予定)

仮換地指定を行う時期に、
1
掬途地域を変更したり、地区計画 (皆さんでつくるまちづくりのルール) を策定

することになります。

このため、皆さんに将来の土地利用の意向やまちづくりに対する考え方等についてのアンケートをお願いし、

皆さんと一緒に稲城長沼駅周辺地区をより魅力あるまちとしていきたいと考えておりまする    
.

(掛 仮換地案の供覧 (平成1 6年度予定)

換地設計により割り込まれた区画整理後の土地の位置t 面積、形状を皆様にご説明させていただきます。

|※ 区画整理後の土地 (換地) は、事業の最後に換地処分という法律行為を行うまでは仮換地としヽう呼び方をし

ますがヽ換地と同じ意味をもうており仮の場所ということではありません6・   下 ・
‐
     |

0  仮換地の決定 (平成 1 1年度予定)

仮換地案の供覧後、決定した区画整理後の土地の位置、面積t 形状を皆様に通知させていただきます。

建物移転 ・道路工事等 (平成 1 2年度以降)

仮換地が決定しますと、この仮換地に基おき順次仮換地指定を行い、建物の移転補償等の協議をさせてぃた

だきながら移転や工事を開始してまいりますよ

〔事業の流れ)
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区画整理に関してのご相談がありましたらt お気軽にご連絡下さい。

連絡先 稲城市役所 9階 1区画整理事業課

a 0 4 2 3 ■7 8 - 2 1 1 1 内線3 4 4  
「



稲 城 長 沼 駅 周 辺 十 地 区 画 馨 理 事 業 の

平成 9 年 9 月 3 0 日

稲城市役所 都市建設部区画整理事業課
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初秋の侯、皆様には益々ご清栄のこととお喜び申し上げます。また、稲城長沼駅周辺土地区画整理事業に対しま

しては、平素よりご理解とご協力を賜り厚くお礼申し上げます。

さて、本事業におきましては、平成0年 1月 3 1 日付 「稲城長沼駅周辺土地区画整理事業の進みぐあいや今後の

予定等について」でお知らせしましたとおり、来年度に予定しております 「仮換地案の供覧」に向けて諸作業を進

めてきております。つきましてはt 稲城長沼駅周辺地区に関わる今後の予定等についてお知らせします。また、本

年3月に実施いたしました 「まちづくリアンケエト調査」の結果についてご報告させていただきます。

今後も事業全体の状況等にうきましては、節目節目にお知らせしてまいりたいと考えております。

1. 今後の予定について

(1) 仮換地案の供覧 (平成 1 0年夏頃予定)

―換地設計により割り込まれた区画整理後の土地の位置、面積、形状を皆様にご説明させていただきます。

修) 仮換地案に対する要望事項等の整理、検討 (平成 1 0年秋頃～平成 1 1年)

仮換地案の供覧後、仮換地案に対する要望事項等を整理し、仮換地案を修正すべきかの検討を行います。

この検討結果を再度要望書を提出した権利者の方々にご説明させていた|だきます。

G ) 仮換地の決定 (平成1 1年度予定)

仮換地案の要望事項等の検討が終わり、最終的に決定した区画整理後の土地の位置、lEl積ヽ形状を皆様に通

知させていただきます。

14) 建物移転 。道路工事等 (平成 1 2年度以降)

仮換地が決定しますと、この仮換地に基づき順次仮換地指定を行い、建物の移転補償等の協議をさせていた

だきながら移転や工事を開始してまいりまする

〔事業

1.建物調査

2.道路築造工事

3.仮換地指定

4.建物移転

2 . まちづくリアンケート調査の結果について

今回のアンケニト調査は、土地利用の考え方やまちの将来像等について、権利者の皆様の意向を把握し、用途

地域変更や地区計画 (案) の作成に反映させていくことを目的に実施いたしましたる

アンケート調査の結果については、別紙調査報告書のとおりです。今後はこの調査結果を踏まえt 用途地域変

更や地区計画 (案) の作成事務を進めるとともに、 『(仮称) まちづくり協議会 (懇談会) 』の設置について準

備を進めてまいります。      
t

☆ アンケート調査にあたりましては、ご多用の中ご協力いただきまして大変ありがとうございました。
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稲 城 長 沼 駅 周 辺  r 地 区 画 整 理 事 業 の

平成1 0年 4月1 5 日

稲城市役所 都市建設部区画整理事業課

6 0 4 2 3 二7 8 = 2 1 1 1内線3 4 4
差 萩 口 ら t   ( IS r o . 3 )

陽暮の候、皆様↓|↓ユますますご清栄のこととお喜ぴ申し上げます。また、稲城長沼駅周辺土地区画整理事業に対し

ましては、平素よりご理解とご協力を賜り厚くお礼申し上げます6

さを、本事業におきましては、平成0年9月3 0日付「稲城長沼駅周辺土地区画整理事業のお知らせ (NO.2) 」で

お知らせしましたとおりヽ 今年の夏頃!こ予定しております「換地設計 (案) あ説明」 (個別説明) に向けて諸作業を

進めてきております。つきましては、稲城長沼駅周辺地区に係わる今後の予定についてお知らせしますも

今後の予定について

(1) 全体説明会 (平成 1 0年 5月末予定)

換地設計 (案) の説明 (個別説明) を含めた今年の事業
1

予定と今後の予定についてご説明させていただ章ます。

日時、会場については決まり次第お知らせいたします。

(2) 換地設計 (案) の説明 〔個別説明〕 (平成1 0年 7月末予定)

換地設計により害!り込まれた区画整理後の土地の位置、

面積、形状を皆様にご説明させていただきます。

説明期間は1週間を予定しており、期間中に説明会場に

おいて個別にご説明させていただきます。

説明期間、会場にもぃては決まり次第お知らせいたします。

(3) 換地設計 (案) に対する要望事項等の整理、検討

‐  (平成 1 0年 8月～平成 1 1年)

換地設計 (案) の説明後、‐換地設計 (案) に対する要望

事項等を整理し、換地設計 (案) を修正すべきかの検討を

を行います。

この検討結果を再度要望書を提出した権利者の方々にご

説明させていただきます。                ‐

〔事業

今 ま で の 経 過

平成3t年 9月 都市計画決定

平成5年 8月 事業計画認可の公告

平成5年12月 土地区画整理審議会委員の選挙

平成6年2月～平成9年 8月

第 1回～第8回土地区画整理審議会
・土地区画整理評価員の選任 !

・換地設計基準等の諸基準の
‐

     凝

・特別な宅地の取り扱いにつ

いて決定

平成 9年 3月 まちづくリアンケ■ 卜調査の

動      

:      
‐

平成10年2月 第 9回土地区画整理審議会

,換地設計 (案) の説明まで

のスケジュールについて説

明

４ 仮換地の決定 (平成1 1年度予定)
         に決定した区画整理後の土地あ位置、面積、形状を皆様換地設計 (実) の要望事項等の検討が終わり、最終的

に通知させていただきます。 |

建物移転・道路工事等 (平成1 2年度以降)

仮換地が決定しますと、この仮換地に基づき順次仮換地指定を行い、建物の移転補償等の協議をさせていただ

きながら移転や工事を開始してまいります。

1.建物調査

2.道路築造工事

3.仮換地指定

4:建物移転
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稲 城 長 沼 駅 周 辺 十 地 区 画 整 理 事 業 の

‐      平成 1 0年 5 月 1 5 日

稲城市役所 都市建設部区画整理事業課

6 0 4 2 ■3 7 8 二2■ 1 1 内線 3 4 4

お 矢日 ら せ  ( N O . 4 )

新緑の候、皆様にはますますご清栄のこととお喜び申し上げます。また( 稲城長沼駅周辺土地区画整理事業に対し

ましては、平素よりご理解とご協力を賜り厚くお礼申し上げます。                ‐

さて、本事業におきましては、今年の7月末頃に予定しております換地設計 (案) の説明 (個別説明) に向けて諸

作業を進めてきておりますとつきましては、換地設計 (案) の説明 (個別説明) の日程を含めた今年度の事業予定と

関連事業 (南武線高架事業) の進捗状況等をお知らせする機会として、下記のとおり全体説明会を開催いたしますの

で、ご出席下さいますようお願いいたします。

また、当日は稲城長沼駅周辺地区のまちづくリイメージ模型も展示しておりますので、是非この機会にご勇下さい。

〔全 体 却 月会 の 開 催 に つ い コ

1  ,    E=ヨ    ー時

2 _  会

3 _  P 町

:  平 成 1 0 年 1 5 月 2 8 日 ( 本 )

午 後 7 時 か ら 0 時 こ主 c ｀

:  琴殻 市 第 四 文 化
‐L

‐
/ =タ ー千  1 階

稲城市東長沼 2 7 1番地  奮 0 4 2 二3 7 7 - 4 4 0 6

場

容 ・区画整理事業の経過及び関連事業の進捗状況について

・今年度のスケジュール及び今後の予定にっいそ

〔:まこち づ く り 打r 夕` 一―才 模 型 rこ つ い て 〕

稲城長沼駅周辺地区のまちづくリイメージ模型を作成しました。将来の街並みや道路の整備状況等がよくわかりま

すので、是非全体説明会の際にご覧下さい。

〔説 明 会 会 場 案 内 図 コ                        ‐            ‐

至大主‐二主主ゴ   些 至

説明会会場

市第四文化センター

駐車場が少ないので

車でのご来場はご遠慮下さい
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14) 主な質問の内容

〔質問〕① 「皆さんの意見を聞いて換地設計をする」とお聞きしましたが、|どのように聞いて換地設計をする

|     のですか?   ! ‐|

②模型を見ました。駅前広場周辺には大きなビルが並んでいますが、大きいものだけではなくて、稲

城らしい田国のイメT ジのものでもよいと思うのですが。

〔回答〕①意見を聞いて換地設計はしておりません。ただしく駅周辺は将来商業地区となる構想ですので、駅

周辺の権利者に区画整理後の土地利用にっいて聞き取りを行いました。 ―

②模空たあくまをイメ|サ=|十年募じ|め豆 ■ボ稲姦うじさとしれt
モ
夫丸用品を活か

1奇
^
轟摯 !軍誇ミ場そチ,|=||―iレー ‐
②事業の終了予定はぃつ頃になりますか?                     、

1■モ
1■■f③どうしても反対という人がいたらどうするのですか?  ■  ! 1:' | !:| |‐ 1    ・

.

〔回答〕①道路く公園等の計画の上から減歩率を半分にすることは出来ませんまただし、40坪以下の宅地はノ
:i l ll !■■‐減歩、(減歩がかからない) 、■0坪以下の宅地は減歩緩和という措置をとっております。それらの

宅地については、事業完了時に清算金により整理することになります。|また減歩率を少なくするた

._ | I II■―り!1市でも:用控の先行買収をしていますが、減歩率は平均で約25% t手“ります。       |

| 十す0 現在の事業計画? 予定期間で完了するのは無理で、今年度つ、ら策定作業の始まる平成13年度からの

第二次長期計画策定のなかで整理してまいります声 !  i i

③権利者の方と話し合いをしながら街づくりが出来ればと思ぅております。

〔質問〕 道路の計画が悪いと思います。庭に道路がかかる人とt 建物に道路がかかる人では不公平になると

思うのですが。              ・

〔回答〕 区画整理は道路や公園にかかる人が移転し、かからなぃ人は移転しないということではありませんと
!    この地区では約98% の建物が移転するようになります。     

「 |            '

〔質問〕 以前の説明会では平均減歩率は23% と言ったのにくなぜ25% になっためですか,  
「

〔回答〕 市が用地の先行取得をすることによりヽ 減歩率を約23% に引き下げる計画をしたが、道路の追加等

により約25% になりました。

質問〕0 98% の建物が移転するということですが、ロニンが残ちている人、年金生活者の場合、補償はどの

ようになるのですか?                !   :  !    ‐

②昔、砂利を取ちて埋め戻した場所等がこの地区にはありますが、そのような場所に移転する人に対

しては,
‐1 ■1 ■ ‐! |            ,

③残りの2 % の建物はどのようになるのですか?    
‐  |

〔回答〕①建物移転の補償ですが、建物移転の方法としては、曳家と再築という方法があります。再築の場合
｀
で公庫住宅程度を例に説明させて頂きますと、建築して10年目の建物を移転する場合の建物移転補

償費は、現在の基準では、同じ建物を新築する費用の約98% と同様に20年目の建物は約93% 、40年

目の建物は約65% です。その他に取り壊しの費用ヽ 植木等がある場合には植木等の移植費用、仮住

居が必要な場合には仮住居費用等を補償金として支払います。移転をお願いする時に具体的にご説

明させて頂きます。

②宅地の造成をするときには地質調査等を行い、安全な造成を行います。

③喚地上移転しなくてもよい建物tよ移転しません。         |

〔質問〕 商売をしている場合の補償はどうなるのですか?           !

〔回答〕 営業補償をいたします。ただし、営業補償の場合は営業申告額がないと根拠がありませんので補償

できません。              t      ■ _  l  r  i

頃間〕 補償金の出所はどこですか? | | ■ i
 l l  l   ■i

'
〔回答〕 現時点を約1 4 0億の事業費がかかりますが、国や都から約7 0億、市が約7 0億負担します。ま

たJ 吏も駅前広場の二部を負担することになちていますよこの事業費から補償費を支払います。

質問〕 第四文化センター周辺の道路は違法駐車が多いのに、6m の道路が出来るとさらに違法駐車が増え

ると思います。どのような対策を考えているのですか?!|  | :■|  十 1 1 ‐!i・    4
〔回答〕‐違法駐車は区画整理区域だけの問題ではなく、!市全体的に問題となうております志警察等と協議し

て対策を考えてまいります。


